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警備業取扱要綱の全部改正について

〔沿革〕平成 ７年 １月 通達甲（副監．総．企．管）第１号

同（副監．総．企．組）第２号

１２年 ６月 同（生．総．営1）第４号
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１４年 ３月 同（副監．警．人1．企1）第８号

２０年 ７月 同（副監．生．総．営3）第１４号

１２月 同（副監．総．企．管）第２３号

２３年 ９月 同（副監．組．3．企）第１１号

２８年 ２月 同（副監．警．訟．訟1）第１号

３１年 ３月 同（生．総．営2）第１号

令和 元年 ６月 同（副監．総．文．審）第２５号

１２月 同（生．総．企）第６号

３年 ３月 同（副監．総．企．調）第９号

４年 ３月 同（生．総．営3）第２号改正

このたび、別添のとおり、警備業取扱要綱（昭和５８年４月１日通達甲（防．

防．営）第４号。以下「旧要綱」という。）の全部を改正し、昭和６３年１１

月１日から実施することとしたから、運用上誤りのないようにされたい。

おつて、警備業取扱要綱の制定について（昭和５８年４月１日通達甲（防．

防．営）第４号）は、廃止する。



記

１ 改正の趣旨

警備業に関する事務処理要領については、旧要綱により運用してきたが、

その後、警備員等の検定に係る事務処理要領が定められたほか、警備員指導

教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の実施が社団法人東京警備業協

会に委託されるなど、実情に沿わないところが生じたので、このたび、旧要

綱の全部を改正し、警備業務に関する事務取扱いの適正を期することとした

ものである。

２ 要点

⑴ 警備員等の検定に係る事務の取扱要領を定めた。

⑵ 警備員指導教育責任者講習等の委託に関する事項を定めた。

⑶ 警備業者に対する一般的な指導に当たつては、部内関係所属及び社団法

人東京都警備業協会等と連携を図ることとした。

⑷ 各種申請、届出等に関する事務の取扱要領を体系的に整理した。

⑸ 警備業者等による犯罪及び協力事案の報告書等の様式を一部改めた。



別添

警備業取扱要綱

目次

第１ 目的
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第４ 各種申請の受理及び取扱い

第５ 各種届出の受理及び取扱い

第６ 郵送又は電子情報処理組織を使用する方法による届出

第７ 警備員指導教育責任者の兼任承認及び即応体制整備義務の例外承認の

申請の取扱い

第８ 警備員教育を行うについて十分な能力を有する者の指定の申請の取扱い

第９ １級検定受検資格認定申請の取扱い

第10 紛争、犯罪、協力事案等の報告及び通知

第11 警備業法に基づく業務報告・資料の提出要求

第12 行政処分上の手続

第13 関係機関等との協力

第１ 目的

この要綱は、警備業に関する各種の申請及び届出の取扱い、行政処分等に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 準拠

警備業に関する各種の申請及び届出、行政処分等に係る事務の取扱いにつ

いては、次に掲げる法令等の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

１ 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

２ 行政手続法（平成５年法律第８８号）



３ 警備業法施行令（昭和５７年政令第３０８号）

４ 警備業法施行規則（昭和５８年総理府令第１号）

５ 警備業の要件に関する規則（昭和５８年国家公安委員会規則第１号）

６ 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規

則（昭和５８年国家公安委員会規則第２号）

７ 警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号）

８ 警備員教育を行う者等を定める規程（平成８年国家公安委員会告示第２１号）

９ 警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則（昭和４７年１０

月２８日東京都公安委員会規則第８号）

10 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則（昭和５８年１月

１４日東京都公安委員会規則第１号。以下「即応体制整備規則」という。）

11 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年９月２６日国家公安

委員会規則第２６号）

12 警視庁行政処分取扱規程（昭和４３年５月１１日東京都公安委員会規程

第５号。以下「行政処分取扱規程」という。）

13 警視庁関係手数料条例（平成１２年東京都条例第９９号）

14 許可等事務管理システム運用要綱（令和２年３月１８日通達甲（生．総．

営１）第１号）

第３ 各種申請に関する相談の受理

警察署長（以下「署長」という。）は、警備業を営もうとする者又は警備

業者から、事前に申請等に関する相談事案を受理したときは、その都度、相

談内容、措置等を警察総合相談業務等管理システムに登録し、その経過を明

らかにしておくこと。

第４ 各種申請の受理及び取扱い

署長は、各申請について、次の要領により取り扱うものとする。

１ 受理

⑴ 各申請の受理に当たつては、申請書及び添付書類（以下「申請関係書



類」という。）の内容を確認し、手数料の必要なものは、所定の金額を

納付させること。

⑵ 各申請を受理したときは、許可等システム（許可等事務管理システム

運用要綱第１に規定する許可等事務管理システムをいう。以下同じ。）

に所要事項を登録し、登録番号を取得した後、申請書の欄外に記載する

とともに、別記様式第１の「申請・届出受領書」を申請者に交付すること。

⑶ 認定の申請を受理するときは、警備業務の実施計画等について聴取す

ること。

⑷ 認定証の有効期間の更新の申請は、当該認定証の有効期間満了の日の

３か月前から受理すること。

⑸ 申請関係書類中に虚偽記載等が認められる場合は、事後措置等の必要

性から訂正又は補正を行わせないこと。

２ 欠格事由の調査

⑴ 申請者が日本人の場合は、別記様式第２の「身上調査について（照会）」

により、本籍地の区市町村の長に対して行うこと。

⑵ 申請者が外国人の場合は、別に定める照会書を作成し、東京地方検察

庁に対して行うこと。

⑶ 申請者が法人の場合は、別に定める照会書を作成し、本店所在地を管

轄する地方検察庁に対して行うこと。

⑷ 調査結果は、別記様式第３の「調査書」及び別記様式第４の「身元調

査報告」を作成し、経過を明らかにしておくこと。

３ 申請の上申

⑴ 各申請を受理したときは、次に掲げる上申書に、調査書、身元調査報

告及び申請関係書類を添えて、東京都公安委員会（以下「公安委員会」

という。）（生活安全総務課防犯営業第一係経由。以下同じ。）に上申す

ること。



⑵ 申請者が欠格事由のいずれかに該当し、又はその疑いがあるときは、

前（１）による上申の際に、併せてその旨の意見を付して送付すること。

４ 認定等の取扱い

認定の連絡等を受けたときは、次の要領により取り扱うものとする。

⑴ 認定の通知及び認定証の取扱い

ア 公安委員会が認定した旨の連絡を受けたときは、申請者に通知する

とともに、通知の内容を別記様式第７の「認定通知簿」に記載すること。

イ 公安委員会から送付された認定証は、速やかに申請者に交付すること。

ウ 不認定又は認定証の不更新は、公安委員会から送付された通知書を

交付して通知すること。

⑵ 警備員指導教育責任者資格者証、機械警備業務管理者資格者証、合格

証明書、警備員指導教育責任者講習修了証明書、機械警備業務管理者講

習修了証明書、成績証明書（以下「資格者証等」という。）又は受験票

の取扱い

ア 公安委員会から送付された資格者証等又は受験票は、速やかに申請

者に交付すること。

イ 資格者証等の不交付は、公安委員会から送付された通知書を交付し

て通知すること。

⑶ 受領書の徴収等

前（１）及び（２）の規定により認定証、資格者証等、受験票又は通

申請種別 上申書様式

認定・認定証更新申請 別記様式第５の「警備業に係る認

定等申請の上申について」認定証再交付・書換え申請

警備員指導教育責任者資格者証
交付・再交付・書

換え申請

別記様式第６の「警備業に係る資

格者証交付等申請の上申につい

て」

機械警備業務管理者資格者証

合格証明書

警備員指導教育責任者講習修了証明書 再交付・書換え

（講習修了証明書

を除く。）申請

機械警備業務管理者講習修了証明書

成績証明書

検定申請



知書を交付したときは、別記様式第８の「受領書」を徴するとともに、

許可等システムに所要事項を登録すること。

第５ 各種届出の受理及び取扱い

署長は、各届出について、次の要領により取り扱うものとする。

１ 届出の受理及び欠格事由の調査

⑴ 各届出の受理に当たつては、届出書及び添付書類（以下「届出関係書

類」という。）の内容を確認し、前第４の１の（２）及び（５）に準じ

て取り扱うこと。

⑵ 役員等の人的届出及び変更届出については、前第４の２に準じて取り

扱うこと。

２ 受理報告

⑴ 各届出を受理したときは、次に掲げる受理報告書に届出関係書類（役

員等の人的届出及び変更届出については、調査書及び身元調査報告を含

む。）を添付して、公安委員会に報告すること。

⑵ 届出内容又は欠格事由の調査結果に疑義があるときは、前（１）によ

る報告の際に、併せてその旨の意見を付して送付すること。

第６ 郵送又は電子情報処理組織を使用する方法による届出

各種の申請等は、生活安全総務課長が別に通知するところにより、郵送又

は電子情報処理組織を使用する方法により取り扱うものとする。

第７ 警備員指導教育責任者の兼任承認及び即応体制整備義務の例外承認の申

請の取扱い

届出種別 受理報告書様式

営業所設置等届出 別記様式第９の「警備業に係る営業所設置等届出等

の受理報告について」機械警備業務開始届出

服装・護身用具届出 別記様式第１０の「警備業に係る変更届出等の受理

報告について」変更・廃止等届出



署長は、警備員指導教育責任者の兼任承認（以下「兼任承認」という。）

及び即応体制整備義務の例外承認（以下「例外承認」という。）の申請につ

いて、次の要領により取り扱うものとする。

１ 申請の受理

⑴ 兼任承認又は例外承認の申請の申出があつたときは、生活安全総務課

長（防犯営業第一係経由。以下同じ。）に連絡の上、必要な指示を受け

ること。

⑵ 別記様式第１１の「警備員指導教育責任者兼任承認申請書」又は別記

様式第１２の「即応体制整備義務例外承認申請書」及び添付書類の内容

を確認して受理し、公安委員会に送付すること。

２ 承認の通知書又は不承認の通知書の取扱い

公安委員会から承認の通知書又は不承認の通知書の送付を受けたとき

は、別記様式第１３の「行政処分通達簿（乙）」に所要事項を記載した上、

当該通知書を申請者に交付し、受領書を徴すること。

３ 承認の取消し

⑴ 当該兼任承認若しくは例外承認の要件が欠けるに至つたとき又は兼任

承認された営業所に新たに専任の警備員指導教育責任者が選任されたと

きは、生活安全総務課長に通知すること。

⑵ 公安委員会から承認が取り消された旨の通知書の送付を受けたとき

は、前２に準じて取り扱うこと。

第８ 警備員教育を行うについて十分な能力を有する者の指定の申請の取扱い

署長は、警備員教育を行うについて十分な能力を有する者の指定の申請に

ついて、次の要領により取り扱うものとする。

１ 申請の受理

⑴ 指定を受けようとする者からの申請の申出があつたときは、生活安全

総務課長に連絡の上、必要な指示を受けること。

⑵ 申請に必要な書面及び添付書類の内容を確認して受理し、公安委員会

に送付すること。



２ 指定の通知書又は不指定の通知書の取扱い

公安委員会から指定の通知書又は不指定の通知書の送付を受けたとき

は、前第７の２に準じて取り扱うこと。

第９ １級検定受検資格認定申請の取扱い

署長は、１級検定受検資格認定申請について、次の要領により取り扱うも

のとする。

１ 申請の受理

⑴ １級検定受検資格認定申請の申出があつたときは、生活安全総務課長

に連絡の上、必要な指示を受けること。

⑵ 別記様式第１４の「１級検定受検資格認定申請書」及び添付書類の内

容を確認して受理し、公安委員会に送付すること。

２ １級検定受検資格の認定書又は１級検定受検資格の不認定の通知書の取

扱い

公安委員会から１級検定受検資格の認定書又は１級検定受検資格の不認

定の通知書の送付を受けたときは、前第７の２に準じて取り扱うこと。

第10 紛争、犯罪、協力事案等の報告及び通知

署長は、警備業者、警備員等に関する紛争、犯罪、協力事案等を認知した

ときは、次の措置を講ずるものとする。

１ 労働争議、株主総会、学園紛争、市民運動等に関連する紛争事案の発生

については、生活安全部長（生活安全総務課防犯営業第一係経由。以下同

じ。）に報告するとともに、行政処分に必要な資料の収集に努めること。

２ 犯罪、非行、越権行為、機械警備業者による即応体制整備規則違反その

他警備業務に関する苦情、非違事案等については、別記様式第１５の「警

備業者、警備員に係る違反、犯罪事案等について」により、犯人の検挙、

人命の救助等の協力事案については、別記様式第１６の「警備業者、警備

員による検挙協力事案等について」により、生活安全部長に報告するとと

もに、当該警備員等の所属する営業所等の所在地を管轄する署長に通知す



ること。ただし、同一事案について表彰上申するときは、生活安全部長へ

の報告及び管轄署長への通知は、上申書の写しの送付をもつて代える。

第11 警備業法に基づく業務報告・資料の提出要求

１ 生活安全総務課長は、警備業者に対して報告又は資料の提出を求める場

合は、別記様式第１７の「業務報告・資料提出要求書」（以下「要求書」

という。）を作成し、別記様式第１８の「業務報告・資料提出書」（以下「提

出書」という。）と併せて、営業所等における責任者に交付した上、受領

書を徴するとともに、その状況を別記様式第１９の「行政処分通達簿（甲）」

に記載すること。この場合、当該要求書の写しを公安委員会に送付すること。

２ 前１に基づき警備業者から報告又は資料の提出がなされた場合は、提出

書（控え）受領欄に取扱者が記名して提出者に交付すること。

なお、提出に係る資料について返還要求があつたときは返還し、提出書

（正本）の下欄に提出者に署名をさせること。

第12 行政処分上の手続

署長は、行政処分上の手続について、次の要領により取り扱うものとする。

１ 聴聞通知書及び弁明通知書の交付

公安委員会から送付された聴聞通知書又は弁明通知書を不利益処分の名

あて人に交付したときは、受領書を徴すること。

２ 行政処分の執行

⑴ 行政処分取扱規程第１３条第１３項に定める達書を被処分者に交付し

たときは、受領書を徴するとともに、その状況を行政処分通達簿（甲）

に記載すること。

⑵ 営業停止命令を執行した場合は、当該命令に係る営業所の所在地を

管轄する署長又は事案を取り扱つた署長が営業停止状況の確認を行うこと。

第13 関係機関等との協力

署長は、警備業者に対する一般的な指導に当たつては、部内関係所属、一

般社団法人東京都警備業協会その他部外関係機関と連携を図るものとする。


